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第１章 道路交通の安全 

 

第１節 道路交通事故のない社会を目指して（基本的考え方） 

 

１ 道路交通事故のない社会を目指して 

  我々は、人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のない社会を目指すべきであ

る。 

  近年においては、幼児を始めとする子供が関係する交通事故や高齢運転者による交通

事故が後を絶たない。高齢化の進行への適切な対処とともに、子育てを応援する社会の

実現が強く要請される中、時代のニーズに応える交通安全の取組が一層求められている。 

  今後も、交通事故による死者数及び件数をゼロに近づけることを目指し、究極的には

交通事故のない社会の実現に向けて、市を挙げて更に積極的な取組が必要である。 

交通安全対策の推進に当たっては、交通社会に参加する全ての市民が交通安全に留意

して、より一層交通安全対策を充実していくことが必要である。 

  特に、交通安全は、地域の交通事情等を踏まえた上で、それぞれの地域における活動

を強化していくことが重要である。その際、行政、学校、家庭、職場、団体、企業等が

役割分担しながらその連携を強化し、また、市民が交通安全に関する各種活動に対して、

その計画、実行、評価の各場面において様々な形で参加・協働していくことが有効であ

る。 

 

２ 歩行者の安全確保     

  交通死亡事故を減少させていく上で、交通弱者である歩行者の事故防止対策は重要な

課題となり、人優先の交通安全思想の下、歩道や横断歩道の整備等により歩行者の安全

確保を図ることが重要である。 

 

３ 地域の実情を踏まえた施策の推進  

  交通安全に関しては、様々な施策メニューがあるところであるが、それぞれの地域の

実情を踏まえた上で、その地域に最も効果的な施策の組合せを、地域が主体となって行

うべきである。特に、生活道路における交通安全対策については、総合的なまちづくり

の中で実現していくことが有効であるが、このようなまちづくりの視点に立った交通安

全対策の推進に当たっては、住民に一番身近な市や警察署の役割が極めて大きい。 

  さらに、地域の安全性を総合的に高めていくためには、交通安全対策を防犯や防災と

併せて一体的に推進していくことが有効かつ重要である。 

 

４ 役割分担と連携強化                   

  行政のほか、学校、家庭、職場、団体、企業等それぞれが責任を持ちつつ役割分担し

ながらその連携を強化し、また、地域及び住民が、交通安全に関する各種活動に対して、

その計画、実行、評価の各場面において様々な形で積極的に参加し、協働していくこと
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が有効である。 

 

５ 交通事故被害者等の参加・協働     

交通事故被害者等は、交通事故により家族を失い、傷害を負わされるなど交通事故の

悲惨さを我が身をもって経験し、理解していることから、交通事故被害者等の参加や協

働は重要である。 
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第２節 道路交通の安全についての目標 

 

Ⅰ 道路交通事故の現状 

１ 年間死者数 

     本市の年間交通事故死者数は、平成28年０人、平成29・30年各１人、令和元年４

人、令和２年０人で、過去５年間の平均は1.2人であり、第10次交通安全計画に掲げ

られていた「平成32年末までに交通事故死２人以下」を達成することができた。 

 

２ 年間人身事故発生件数 

人身事故の発生件数は、平成28年に224件、平成29年に197件、平成30年に172

件、令和元年に150件、令和２年に115件で、過去５年間の平均は171.6件であり、

第10次交通安全計画の目標であった「人身事故発生件数230件以下」を達成すること

ができた。 

 

３ 高齢者事故 

   本市における交通事故に占める高齢者の割合は、４割前後と高い割合で推移してお

り、今後も一層の高齢者対策が必要な状況となっている。 

特に、令和４年からは、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上に達し始めるため、

75 歳以上の高齢者の安全確保は一層重要となる。 

 

Ⅱ 第 11次静岡県交通安全計画における目標 

交通事故のない社会を達成することが究極の目標であるが、一朝一夕にこの目標を達

成することは困難であると考えられ、県の第11次交通安全基本計画においては、「令和

７年までに年間死者数を80人以下、年間人身事故発生件数15,000件以下」にする目標

を掲げている。 

本市においても県の目標値に合わせて交通事故の減少を図るため、本計画では交通事

故による年間死者数について、令和７年末までに０人の達成を目指すものとする。また、

人身事故発生件数については、令和７年末までに85件以下の達成を目指すものとする。 
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第３節 道路交通の安全についての対策   

 

Ⅰ 今後の道路交通安全対策を考える視点 

  近年、道路交通事故による死者数及び事故発生件数が減少傾向にあることから、これ

までの交通安全計画に基づき実施されてきた施策には一定の効果があったものと考え

られる。 

しかしながら、運転者の交通安全意識をみると、自動車と比較して弱い立場にある歩

行者や自転車に対する保護意識の浸透には至っておらず、歩行者等が最も保護されるべ

き横断歩道上の事故をはじめとして、道路横断中の事故が減少しているとは言いがたい

状況にあり、今一度「人優先」の交通安全思想の徹底を図るべく、「思いやり」「ゆずり

あい」運転を徹底させていくことが求められる。 

また、高齢者人口の増加に伴い、交通事故死者数、件数に占める高齢者の割合も増加

しており、交通事故減少のためには高齢者の交通事故防止対策も喫緊の課題となってい

る。 

今後、本市の交通事故を更に減少させていくためには、従来の交通安全対策を基本と

しつつ、経済社会情勢、交通情勢の変化等に対応し、また、実際に発生した交通事故に

関する情報の収集、分析を充実し、より効果的な対策への改善を図るとともに、有効性

が見込まれる施策を推進する。 

  このような観点から、 

    ①道路交通環境の整備 

    ②交通安全思想の普及徹底 

    ③安全運転の確保 

    ④被害者支援の充実と推進 

 といった４つの柱により、交通安全対策を実施する。 

その際、今後の交通安全対策については、次のような点を重視しつつ、対策を講ずる

べきである。 

 

 〈重視すべき視点〉 

(1) 高齢者及び子供の安全確保 

   静岡県では交通事故死者数に占める高齢者の割合が高く、令和２年中は約６割を占

めている。 

   高齢者については、主として歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合の対

策とともに、自動車を運転する場合の安全運転を支える対策を推進する。さらに、運

転免許返納後の、高齢者の移動を伴う日常生活を支えるための対策は、この計画の対

象となる政策に留まらないが、これらの対策とも連携を深めつつ推進することが重要

となる。 

   高齢者が歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合については、歩道の整備

や生活道路の対策、高齢者の特性を踏まえた交通安全教育や見守り活動などのほか、

多様なモビリティの安全な利用を図るための対策、地域の状況に適った自動運転サー
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ビス等の活用なども重要となると考えられる。また、年齢等にかかわらず多様な人々

が利用しやすいよう都市や生活環境を設計するとの考え方に基づき、バリアフリー化

された道路交通環境を形成する。 

   高齢者が運転する場合の安全運転を支える対策については、身体機能の衰え等を補

う技術の活用・普及を一層積極的に進める必要がある。また、運転支援機能を始めと

する技術とその限界、技術の進展の状況について、交通安全教育等を通じて幅広く情

報提供していく必要がある。 

   本市の少子化の進行が深刻さを増している中で、安心して子供を生み育てることが

できる環境の整備、幼い子供と一緒に移動しやすい環境の整備が期待される。静岡県

における子供の交通事故死者数は減少してきているが、次代を担う子供の安全を確保

する観点から、幼児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路や通学路等の子供が

移動する経路において、横断歩道の設置や適切な管理、歩道の整備等の安全・安心な

歩行空間の整備を積極的に推進する。また、子供を認定こども園等に預けて働く世帯

が増えている中で、認定こども園等を始め地域で子供も見守っていくための取組も充

実させていく必要がある。 

(2) 歩行者及び自転車の安全確保 

静岡県における歩行中の死者数は、減少傾向にある中で、状態別の中では高い割合

になっており、横断歩行者がいる横断歩道において自動車が一時停止しない等、歩行

者優先の徹底は未だなされていない。歩行者の安全を確保することが必要不可欠であ

り、特に、高齢者や子供にとって身近な道路の安全性を高める必要がある。 

   人優先の考えの下、幼児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路、通学路、生

活道路及び市街地の幹線道路において横断歩道の設置や適切な管理、歩道の整備を始

め、安全・安心な歩行空間の確保を積極的に進めるなど、歩行者の安全確保を図る対

策を推進する。 

また、横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、運転者に関する交通ルー

ルの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者の遵法意識の向上を図る。 

一方、歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信

号に従うことといった交通ルールの周知を図るとともに、「しずおか・安全横断３つの

柱」（①手を上げるなどして運転者に横断する意思を伝えること、②安全を確認してか

ら横断を始め、③横断中も周りに気を付けること）等、安全を確認してから横断を始

め、横断中も周りに気を付けること等、歩行者が自らの安全を守るための行動を促す

ための交通安全教育等を推進する。 

   次に、自転車については、自動車等に衝突された場合には被害者となる反面、歩行

者等と衝突した場合には加害者となるため、全ての年齢層へのヘルメット着用の推奨、

自転車の点検・整備、損害賠償責任保険等への加入促進等の対策を推進する。 

   自転車利用者については、自転車の交通ルールに関する理解が不十分なことも背景

として、ルールやマナーに違反する行動が多いため、交通安全教育等の充実を図るな

ど、自転車利用者を始めとする道路利用者の自転車に関する安全意識の醸成を図る。 
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(3) 生活道路における安全確保 

生活道路においては、高齢者、障害のある人、子供を含む全ての歩行者や自転車が

安全で安心して通行できる環境を確保し、交通事故を減少させていかなければならな

い。 

   生活道路の安全対策については、ゾーン30プラスの設定の進展に加え、物理的デバ

イスのハンプ等が普及段階を迎えている。引き続き、自動車の速度抑制を図るための

道路交通環境整備を進めるなど、生活道路における適切な交通指導取締りの実施、生

活道路における安全な走行方法の普及、幹線道路を通行すべき自動車の生活道路への

流入を防止するための対策等を推進していく必要がある。 

   また、生活道路における各種対策を実施していく上では、対策着手段階からの一貫

した住民の関わりが重要であり、地域の専門家を交えた取組を進めるなど、その進め

方も留意していく必要がある。 

   このような取組を続けることにより、「生活道路は人が優先」という意識が市民に深

く浸透することを目指す。 

(4) 先端技術の活用推進 

衝突被害軽減ブレーキを始めとした先端技術の活用により、交通事故の減少が期待

される。サポカー・サポカーＳの普及はもとより、運転者の危険認知の遅れや運転操

作の誤りによる事故を未然に防止するための安全運転を支援するシステムなどの先端

技術の情報を収集し、市民に対し、その活用を推進する。 

(5) 地域が一体となった交通安全対策の推進 

高齢化の一層の進行等に伴い、地域社会のニーズと交通情勢の変化を踏まえつつ、

安全安心な交通社会の実現に向けた取組を具体化することが急がれる中で、市はそれ

ぞれの地域における関係団体、住民等の協働により、地域に根ざした交通安全の課題

の解決に取り組んでいくことが一層重要となる。 

   なお本市においては、多様な安全の課題に直面する中で、交通安全に割くことがで

きる資源は限られ、また、交通ボランティアを始め地域における交通安全活動を支え

る人材の高齢化が進んでいる。そこで、若者を含む地域住民が、交通安全対策につい

て自らの問題として関心を高め、当該地域における安全安心な交通社会の形成に向け

て、交通安全活動に積極的に参加するよう促す。 

 

Ⅱ 講じようとする施策 

１ 道路交通環境の整備 

(1) 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

これまで一定の成果を上げてきた交通安全対策は、主として「車中心」の対策であ

り、歩行者の視点からの道路整備や交通安全対策は依然として十分とはいえず、また、

生活道路への通過交通の流入等の問題も依然として深刻である。 

   このため、地域の協力を得ながら、通学路、生活道路等において歩道を積極的に整

備するなど、「人」の視点に立った交通安全対策を推進していく必要があり、特に交通

の安全を確保する必要がある道路において、歩道等の交通安全施設等の整備、効果的
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な交通規制の推進等きめ細かな事故防止対策を実施することにより車両の速度の抑制

や、自動車、自転車、歩行者等の異種交通が分離された安全な道路交通環境を形成す

ることとする。 

    ア 生活道路における交通安全対策の推進 

科学的データや、地域の顕在化したニーズ等に基づき抽出した交通事故の多いエ

リアにおいて、国、県、市、地域住民等が連携し、徹底した通過交通の排除や車両

速度の抑制等のゾーン対策に取り組み、子供や高齢者等が安心して通行できる道路

空間の確保を図る。 

道路管理者においては、歩道の整備等により、安心して移動できる歩行空間ネッ

トワークを整備するとともに、公安委員会により実施される交通規制及び交通管制

との連携を強化し、ハンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等により、歩

行者や自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策、外周幹線道路の交通

を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等

によるエリア内への通過車両の抑制対策を実施する。 

  イ 通学路等における交通安全の確保 

     通学路や幼児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路における交通安全を確

保するため、「伊豆市 子供の移動経路に関する交通安全プログラム」等に基づく

定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の継続的な取組を推進するとともに、

幼児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検等の結果を踏ま

え、道路交通実態に応じ、学校、教育委員会、警察、認定こども園等の対象施設、

その所管機関、道路管理者等の関係機関が連携し、ハード・ソフトの両面から必要

な対策を推進する。 

    高校、中学校に通う生徒、小学校、認定こども園等に通う児童・幼児の通行の安

全を確保するため、通学路等の歩道整備等を積極的に推進するとともに、ハンプ・

狭さく等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵等の設置、自転車専用通行帯・自転車

の通行位置を示した道路等の整備、押ボタン式信号機・歩行者用灯器等の整備、横

断歩道等の拡充等の対策を推進する。 

  ウ 高齢者、障害のある人等の安全に資する歩行空間等の整備 

     高齢者や障害のある人等を含め全ての人が安全に安心して参加し活動できる社会

を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に平坦性が確保さ

れた幅の広い歩道等を整備する。 

このほか、高齢者、障害のある人等の通行の安全と円滑を図るとともに、高齢運

転者の増加に対応するため、信号灯器のＬＥＤ化、道路標識の高輝度化等を推進す

る。 

また、駅前等の交通結節点において、スロープ化や建築物との直結化が図られた

立体横断施設、交通広場等の整備を推進し、歩きたくなるような安全で快適な歩行

空間を確保する。 

さらに、視覚障害者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識、バリアフリーマップ

等により、公共施設の位置や施設までの経路等を適切に案内する。 
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(2) 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 

高規格幹線道路（自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で、全国的な自

動車交通網を構成する自動車専用道路であり、高速自動車国道及び一般国道の自動車

専用道路で構成。）から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適

切な機能分化を推進する。 

特に、高規格幹線道路等、事故率の低い道路利用を促進するとともに、生活道路に

おいては、車両速度の抑制や通過交通を排除し、人優先の道路交通を形成する。 

(3) 幹線道路における交通安全対策の推進 

幹線道路における交通安全対策については、事故危険箇所を含め死傷事故率の高い

区間や、地域の交通安全の実績を踏まえた区間を優先的に選定し、対策立案段階では、

これまでに蓄積してきた対策効果データにより対策の有効性を確認した上で次の対策

に反映する「成果を挙げるマネジメント」を推進するとともに、急ブレーキデータ等

のビッグデータを活用した潜在的危険箇所の対策などきめ細かく効率的な事故対策を

推進する。また高規格幹線道路から生活道路に至るネットワークによって適切に機能

が分担されるよう道路の体系的整備を推進するとともに、他の交通機関との連携強化

を図る道路整備を推進する。さらに、一般道路に比べて安全性が高い高規格幹線道路

等の利用促進を図る。 

(4) 交通安全施設等の整備事業の推進 

社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づき定められる社会資本整

備重点計画に即して、公安委員会及び道路管理者が連携し、事故実態の調査・分析を

行いつつ、次の方針により重点的、効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業を推

進することにより、道路交通環境を改善し、交通事故の防止と交通の円滑化を図る。 

ア 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

生活道路では人優先の考えの下、「ゾーン30プラス」等の車両速度の抑制、通過

交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推進するとともに、少子高

齢社会の進展を踏まえ、歩行空間のバリアフリー化及び通学路や幼児を中心に子供

が日常的に集団で移動する経路における安全・安心な歩行空間の確保を図る。 

また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等

による歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。 

イ 幹線道路対策の推進 

幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、事故危険

箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通事故対策を実施する。

この際、事故データの客観的な分析による事故原因の検証に基づき、信号機の改良、

交差点改良等の対策を実施する。 

 (5) 高齢者等の移動手段の確保・充実 

令和２年 11 月に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19

年法律第 59 号）等の一部改正法により、高齢者を始めとする地域住民の移動手段の

確保に向け、地方公共団体が中心となって地域公共交通のマスタープラン（地域公共

交通計画）を策定した上で、公共交通サービスの改善を図るとともに、地域の輸送資
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源の総動員による持続可能な移動手段の確保・充実を図る取組を推進する。 

高齢者等の事故防止や移動手段の確保などに資する、最寄駅と目的地を結ぶラスト

マイル自動運転や中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービスを始め

とした地域の自動運転サービスの社会実装を推進する。 

また、公共交通等による移動の利便性を向上させる新たなモビリティサービスであ

る MaaS※について、地域課題の解決に資する MaaS のモデル構築や MaaS の普及に必

要な基盤づくりへの支援を行い、高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保・充

実を図る。 

 (6) 歩行空間のユニバーサルデザイン化 

高齢者や障害のある人等を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動できる社

会を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ道路において、幅の広い

歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロック

の整備等による歩行空間の連続的・面的なユニバーサルデザイン化を積極的に推進す

る。また、バリアフリー化を始めとする安全・安心な歩行空間を整備する。 

(7) 無電柱化の推進 

安全で快適な通行空間の確保等の観点から、無電柱化の一層の推進を図るべく、関

係事業者と連携し、「静岡県無電柱化推進計画」に基づき事業を推進する。 

また、幅員が著しく狭い歩道等の新設電柱の占用禁止や既設電柱の占用制限の実施

を検討するとともに、地上機器の小型化による歩行者の安全性確保等を推進する。 

 (8) 効果的な交通規制の推進 

地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直し

を図るとともに、交通事情の変化を的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な

対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図る。 

速度規制については、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっている

かどうかの観点から、点検・見直しを進めることに加え、一般道路においては、実勢

速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上げ、規制理由の周知措置等

を計画的に推進するとともに、生活道路においては、速度抑制対策を積極的に推進す

る。 

信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやすくするために、

横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間が長い押ボタン式信号の改善を行うなど、信

号表示の調整等の運用の改善を推進する。 

 (9) 自転車利用環境の総合的整備 

  ア 安全で快適な自転車利用環境の整備 

    クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け、自

転車の役割と位置付けを明確にしつつ、交通状況に応じて、歩行者・自転車・自動 

 

※ MaaS ： Mobility as a Service 

   （移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み

合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス） 
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車の適切な分離を図り、歩行者と自転車の事故等への対策を講じるなど、安全で快

適な自転車利用環境を創出する必要がある。このことから、静岡県自転車活用推進

計画に基づき、歩行者と自転車が分離された車道通行を基本とする自転車通行空間

の整備等により、安全で快適な自転車利用環境の創出に関する取組を推進する。 

    各地域において道路管理者や警察が自転車ネットワークの作成や道路空間の整備、

通行ルールの徹底を進め、さらに、自転車を共同で利用するシェアサイクルなどの

自転車利用促進策や、ルール・マナーの啓発活動などのソフト施策を積極的に推進

する。 

  イ 自転車等の駐車対策の推進 

    自転車の駐車スペースを確保するため、関係各部門の行財政措置により、自転車

駐車場等を整備する。また、市の放置自転車規制条例制定を促進するとともに、鉄

道の駅周辺等における放置自転車の問題の解決を図るため、市、道路管理者、警察、

鉄道事業者等が適切な協力関係を保持し、地域の状況に応じ、駅前広場及び道路に

放置されている自転車等の整理・撤去等の推進を図る。 

 (10)交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

  ア 道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては、道路の

構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運用を行うととも

に、許可条件の順守、占用物件等の維持管理の適正化について指導する。 

  イ 不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強力な指導取締

りによりその排除を行い、特に市街地について重点的にその是正を実施する。 

さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民を始め道路利

用者の自覚に待つところが大きいことから、不法占用等の防止を図るための啓発活

動を沿道住民等に対して積極的に行い、「道路ふれあい月間」等を中心に道路の愛

護思想の普及を図る。 

  ウ 道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事

故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整する。 

 (11)道路照明のＬＥＤ化の推進 

   交通安全上の観点から、老朽化した道路照明灯をＬＥＤ化することで路面の視認性

が向上し、横断歩行者の早期発見など事故防止にも効果がある。また、消費電力量の

削減によるトータルコストの縮減や二酸化炭素排出量の削減など環境負荷の低減にも

期待できることから道路照明のＬＥＤ化を推進する。 

 (12)バス停等の安全確保対策について 

   バス停については、地域のニーズや利便性に応じて、安全性の確保を確認し、現在

のバス停が整備されてきた。しかし、周辺環境の変化等により一部のバス停において

バスが停車した際に歩行者の視界を遮ってしまう場所や、横断歩道上にバスが停車す

る状況が発生している。静岡県運輸支局の「静岡県バス停留所安全確保合同検討会」
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が令和２年に公表した883ヶ所の危険バス停のうち、92ヶ所が伊豆市管内のバス停で

あった。このような危険バス停の解消をバス事業者のみで進めることは困難であるた

め、市及び警察や道路管理者、周辺住民が協力し、取り組む必要がある。 

 

２ 交通安全思想の普及徹底 

  交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員としての責任を

自覚し、交通安全のルールを守る意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、

他の人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を有して

いる。交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に合

わせ、生涯にわたる学習を促進して市民一人一人が交通安全の確保を自らの課題として

捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。また、「おもいやり、ありがとう」の

理念や人優先の交通安全思想の下、子供、高齢者、障害のある人等に関する知識や思い

やりの心を育むとともに、交通事故被害者等の痛みを思いやり、交通事故の被害者にも

加害者にもならない意識を育てることが重要である。 

  また、横断歩行者の交通事故を防止するため、「思いやり横断、日本一！」というキャ

ッチフレーズを掲げ、歩行者優先に伴う車両の一時停止を徹底し、啓発活動を継続的に

実施することにより、市民の交通安全に対しての意識改革及び交通事故防止に努める。 

  高齢化が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他の世代

に対しても高齢者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、高齢者に配慮する意識を高

めるための啓発指導を強化する。また、地域の見守り活動等を通じ、地域が一体となっ

て高齢者の安全確保に取り組む。さらに、自転車を使用することが多い小学生、中学生

及び高校生に対しては、交通社会の一員であることを考慮し、自転車利用に関する道路

交通の基礎知識、交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させる。 

  若年層に対しては、交通安全に関する効果的な情報提供により交通安全意識の向上を

図るとともに、自らも主体的に交通安全の啓発活動等に取り組むことができる環境の整

備に努める。 

  交通安全教育・普及啓発活動については、県、市、警察、学校、関係民間団体、地域

社会、企業及び家庭がそれぞれの特性を生かし、互いに連携をとりながら地域が一体と

なった活動が推進されるよう促す。特に交通安全教育・普及啓発活動に当たる市職員や

教職員の指導力の向上を図るとともに、地域における民間の指導者を育成することなど

により、地域の実情に即した自主的な活動を促進する。 

  また、地域が一体となった交通安全教育・普及啓発活動を効果的に推進するため、地

域や家庭において、子供、父母、祖父母等の各世代が交通安全について話し合い、注意

を呼び掛けるなど世代間交流の促進に努める。 

  さらに、交通安全教育・普及啓発活動の実施後には、効果を検証・評価し、より一層

効果的な実施に努めるとともに、交通安全教育・普及啓発活動の意義、重要性等につい

て関係者の意識が深まるよう努める。 
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(1) 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

 ア 幼児に対する交通安全教育の推進 

    幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な

交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活

において安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及び知識を習得させる

ことを目標とする。 

    認定こども園等においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りなが

ら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面を捉えて交通安全教育を計画的かつ継続

的に行う。これらを効果的に実施するため、例えば、紙芝居や視聴覚教材等を利用

したり親子で実習したりするなど、分かりやすい指導に努めるとともに、指導資料

の作成、教職員の指導力の向上及び教材・教具の整備を推進する。 

  イ 小学生に対する交通安全教育の推進 

    小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者

及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通

の状況に応じて、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測し、

これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とする。 

    小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、体育、

道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安全な歩

行の仕方、自転車の安全な利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と回避、交通ル

ールの意味及び必要性等について重点的に交通安全教育を実施する。 

    関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の支援を行うとともに、

児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また、児童の保護者が日常生活

の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等実際の交通の場面で、児童に

対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者を対象とした交通

安全講習会等を開催する。 

    さらに、交通ボランティアによる児童に対する安全な行動の指導、児童の保護者

を対象とした交通安全講習会等の開催を促進する。 

  ウ 中学生に対する交通安全教育の推進 

    中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、

自転車で安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させるとと

もに、道路を通行する場合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の

人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とする。 

    中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保健

体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安

全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、標識

等の意味、自転車事故等における加害者の責任、応急手当等について重点的に交通

安全教育を実施する。 

  エ 高校生に対する交通安全教育の推進 

    高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、
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二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、必要な技

能と知識を十分に習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し

自他の生命を尊重するなど責任を持って行動することができるような健全な社会

人を育成することを目標とする。 

特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地域の実情

に応じて、安全運転を推進する機関・団体やＰＴＡ等と連携しながら、安全運転に

関する意識の向上と実践力の向上を図るとともに、実技指導等を含む実践的な交通

安全教育の充実を図る。 

  オ 成人に対する交通安全教育の推進 

    成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取得

時及び免許取得後の運転者の教育を中心として行うほか、社会人、大学生等に対す

る交通安全教育の充実に努める。 

    免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要

な知識及び技能、特に危険予測・回避の能力の向上、交通事故被害者等の心情等交

通事故の悲惨さに対する理解及び交通安全意識・交通マナーの向上を目標とし、公

安委員会が行う各種講習、自動車教習所、民間の交通安全教育施設等が受講者の特

性に応じて行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環として安全運転管理

者、運行管理者等が行う交通安全教育を中心として行う。 

    大学生・専修学校生等に対しては、学生の自転車や二輪車・自動車の事故・利用

等の実態に応じ、関係機関・団体等と連携し、交通安全教育の充実に努める。 

    このほか、運転免許を取らない若者の増加に鑑み、運転免許を持たない若者や成

人が交通安全について学ぶ機会を設けるよう努める。 

カ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

    高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通行動や危険認識、

交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢に伴う身体機能の変化が

歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や、運転者側から見た歩行者や自

転車の危険行動を理解させるとともに、自ら納得して安全な交通行動を実践するこ

とができるよう必要な実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させることを目

標とする。 

    高齢者に対する交通安全教育を推進するため、県及び市は、高齢者に対する交通

安全指導担当者の養成、教材・教具等の開発等、指導体制の充実に努めるとともに、

各種教育機材を活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進する。

特に、法令違反別では、高齢者は高齢者以外と比較して「横断違反」の割合が高い

実態を踏まえ、交通ルールの遵守を促す交通安全教育に努める。 

また、関係団体、交通ボランティア、医療機関・福祉施設関係者等と連携して、

高齢者の交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に対する社会教育の場面、福

祉活動、各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施する。 

特に、運転免許を持たないなど、交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を

中心に、家庭訪問による個別指導、見守り活動等の高齢者と日常的に接する機会を
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利用した助言等により、高齢者の移動の安全が地域全体で確保されるように努める。

この場合、高齢者の自発性を促すことに留意しつつ、高齢者の事故実態に応じた具

体的な指導を行うこととし、反射材用品等の普及にも努める。 

    このほか、高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習の内容の充実に努

めるほか、関係機関・団体、自動車教習所等と連携して、個別に安全運転の指導を

行う講習会等を開催し、高齢運転者の受講機会の拡大を図るとともに、その自発的

な受講の促進に努める。 

    地域における高齢者の安全運転の普及を促進するため、地域の高齢者に影響力の

ある者等を対象とした参加・体験・実践型の講習会を実施し、高齢者の安全運転に

必要な知識の習得とその指導力の向上を図り、高齢者交通安全教育の継続的な推進

役の養成に努める。 

    また、高齢者が安全運転サポート車等に搭載される先進安全技術を体験できる機

会を推進する。 

  キ 障害のある人に対する交通安全教育の推進 

    障害のある人に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、

手話通訳員の配置、字幕入りビデオの活用等に努めるとともに、参加・体験・実践

型の交通安全教育を開催するなど障害の程度に応じ、きめ細かい交通安全教育を推

進する。 

    さらに、自立歩行ができない障害のある人に対しては、介護者、交通ボランティ

ア等の障害のある人に付き添う者を対象とした講習会等を開催する。 

  ク 外国人に対する交通安全教育等の推進 

    外国人に対し、我が国の交通ルールやマナーに関する知識の普及による交通事故

防止を目的として、定住外国人に対しては、母国との交通ルールの違いや交通安全

に対する考え方の違いを理解させるなど、効果的な交通安全教育を推進するととも

に、外国人を雇用する使用者等を通じ、外国人の講習会等への参加を促進する。ま

た、増加が見込まれる訪日外国人に対しても、外客誘致等に係る関係機関・団体と

連携し、多言語によるガイドブックやウェブサイト等各種広報媒体を活用するなど

我が国の交通ルール周知活動等を推進する。 

    外国人運転者に対しては、外国人の居住実態や要望等を踏まえ、日本の運転免許

取得時に係る運転免許学科試験等の多言語化を推進する。 

(2) 効果的な交通安全教育の推進 

交通安全教育を行うに当たっては、受講者が、安全に道路を通行するために必要な

知識及び技能を習得し、かつ、その必要性を理解できるようにするため、参加・体験・

実践型の教育方法を積極的に活用する。 

   交通安全教育を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情報を共有し、他の関係

機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与、講師の派遣及び情報

の提供等、相互の連携を図りながら交通安全教育を推進する。 

   また、受講者の年齢や情報リテラシー、道路交通への参加の態様に応じた交通安全

教育指導者の養成・確保、ドライブレコーダーやシミュレーター、ＶＲ等の機器の活
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用など、柔軟に多様な方法を活用し、着実に教育を推進するよう努める。 

   さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要に応じて教育の方法、利用する教材等

を見直して、社会やライフスタイルの変化、技術の進展を踏まえ、常に効果的な交通

安全教育ができるよう努める。 

   このほか、従前の取組に加え、動画を活用した学習機会の提供、ウェブサイトやＳ

ＮＳ等の各種媒体の積極的活用など、対面によらない交通安全教育や広報啓発活動に

ついても効果的に推進する。 

(3) 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

  ア 交通安全運動の推進 

    関係機関・団体が相互に連携して、市民一人一人に広く交通安全思想の普及・浸

透を図ることを目的に、年間を通じた市民総ぐるみの運動として展開する。 

    年間を通じて実施する運動として、年度毎に、歩行者、自転車、自動車運転者の

交通事故防止、夕暮れ時から夜間の交通事故防止等、時節や交通情勢を反映した重

点推進事項を設定するとともに、「思いやり横断、日本一！」を目指した運動の推

進等、横断歩行者の交通事故防止に努める。 

  イ 横断歩行者の安全確保 

    信号機のない横断歩道での死亡事故は、自動車の横断歩道手前での減速が不十分

なものが多いため、運転者に対して横断歩道手前での減速義務や横断歩道における

歩行者優先義務を再認識させるため、交通安全教育や交通指導取締り等を推進する。 

  ウ 自転車の安全利用の推進 

    自転車が道路を通行する場合は、車両としてのルールを遵守するとともに交通マ

ナーを実践しなければならないことを理解させる。 

    自転車乗用中の交通事故や自転車の安全利用を促進するため、「自転車安全利用五

則」（平成19年７月10日中央交通安全対策会議 交通対策本部決定）を活用するな

どにより、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及

啓発の強化を図る。自転車は、配達や通勤・通学を始め、様々な目的で利用されて

いるが、交通ルールに関する理解が不十分なことも背景として、ルールやマナーに

違反する行動が多いため、交通安全教育等の充実を図る。 

    自転車は、歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており、交通に参

加する者としての十分な自覚・責任が求められることから、そうした意識の啓発を

図るとともに、関係事業者の協力を得つつ、自転車の点検整備や加害者になった場

合への備えとして損害賠償責任保険等への加入促進等の対策を推進する。 

    また、自転車運転者講習制度を適切に運用し、自転車利用者のルールに対する遵

法意識を醸成する。特に、本市においては、「自転車のまち、伊豆市」にふさわし

い安全利用モラルの醸成を図るため、スマートフォン等の操作や画面を注視しなが

らの乗車、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音が聞こえない状態での乗車

の危険性等についての周知・徹底を図る。 

    さらに、夕暮れ時から夜間における自転車事故を防止するため、「早めのライトオ

ン」の徹底と、反射材用品等の活用の促進により、自転車の被視認性の向上を図る。 
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    幼児・児童の保護者に対して、自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着

用による被害軽減効果についての理解促進に努め、幼児・児童の着用の徹底を図る

ほか、全ての年齢層の自転車利用者に対しても、ヘルメットの着用を推奨する。 

  エ 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

    シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め、後部座席を含

めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底を図る。 

    後部座席のシートベルト非着用時の致死率は、着用時と比較して格段に高くなる

ため、あらゆる機会・媒体を通じて着用徹底の啓発活動等を展開する。  

  オ チャイルドシートの正しい使用の徹底 

    チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について、理解を深めるための

広報啓発・指導を推進し、正しい使用の徹底を図る。特に、比較的年齢の高い幼児

の保護者に対し、その取組を強化する。 

    不適正使用時の致死率は、適正使用時と比較して格段に高くなることから、チャ

イルドシートの使用効果及び使用方法について、着用推進シンボルマーク等を活用

しつつ、病院、販売店、保育園・認定こども園等と連携した保護者に対する効果的

な広報啓発・指導を推進する。 

    なお、６歳以上であっても、体格等の状況により、シートベルトを適切に着用さ

せることができない子供にはチャイルドシートを使用させることについて、広報啓

発に努める。 

    また、市又は民間団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて、チャイル

ドシートを利用しやすい環境づくりを促進する。 

カ 反射材用品等の普及促進 

    夕暮れ時から夜間における歩行者及び自転車利用者の事故防止に効果が期待でき

る反射材用品等の普及を図るため、各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推

進するとともに、反射材用品等の視認効果、使用方法等について理解を深めるため、

参加・体験・実践型の交通安全教育の実施及び関係機関・団体と協力した反射材用

品等の展示会の開催等を推進する。 

    反射材用品等の普及に当たっては、衣服や靴、鞄等の身の回り品への反射材用品

の組み込みを推奨するとともに、適切な反射性能等を有する製品についての情報提

供に努める。 

  キ 飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進 

    飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安全教

育や広報啓発を引き続き推進するとともに、交通ボランティアや安全運転管理者、

運行管理者、酒類製造・販売業者、酒類提供飲食店、駐車場関係者等と連携してハ

ンドルキーパー運動の普及啓発やアルコール検知器を活用した運行前検査の励行

に努めるなど、地域、職域等における飲酒運転根絶の取組を更に進め、「飲酒運転

を絶対にしない、させない」という市民の規範意識の確立を図る。 

  ク 効果的な広報の実施 

    交通安全に関する広報については、テレビ、ラジオ、新聞、動画（YouTube）、LINE、
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ＳＮＳ、ホームページ等のあらゆる広報媒体を活用して、交通事故等の実態を踏ま

えた広報、日常生活に密着した内容の広報、交通事故被害者等の声を取り入れた広

報等、具体的で訴求力の高い内容を重点的かつ集中的に実施するなど、実効の挙が

る広報を次の方針により行う。 

   (ｱ)  家庭、学校、職場、地域等と一体となった広範なキャンペーンや、官民が一体

となった各種の広報媒体を通じた集中的なキャンペーン等を積極的に行い、子供

と高齢者の交通事故防止、後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチ

ャイルドシートの正しい使用の徹底、妨害運転や飲酒運転等の悪質・危険な運転

の根絶、違法駐車の排除等を図る。 

     また、運転中のスマートフォンの操作等の危険性について周知を図る。 

   (ｲ)  交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから、家庭向け広報媒体の積

極的な活用、地方公共団体、町内会等を通じた広報等により家庭に浸透するきめ

細かな広報の充実に努め、子供、高齢者等を交通事故から守るとともに、妨害運

転や飲酒運転等の悪質・危険な運転を根絶する気運の高揚を図る。 

   (ｳ)  民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため、県及び市は、交通の安

全に関する資料、情報等の提供を積極的に行うとともに、報道機関の理解と協力

を求め、全市民的気運の盛り上がりを図る。 

   ケ その他の普及啓発活動の推進 

(ｱ)  高齢者の交通事故防止に関する市民の意識を高めるため、高齢者の歩行中や自

転車乗用中の事故実態の広報を積極的に行う。また、高齢者に対する高齢運転者

標識（高齢者マーク）の表示の促進を図るとともに、他の年齢層に対しても、高

齢運転者の特性を理解し、高齢者マークを取り付けた自動車への保護意識を高め

るように努める。 

(ｲ)  夕暮れ時から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから、重大事故

の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転、歩行者の横断違反等による事故

実態・危険性等を広く周知し、これら違反の防止を図る。 

     また、季節や気象の変化、地域の実態等に応じ、交通情報板等を活用するなど

して自動車及び自転車の前照灯の「早めのライトオン」、対向車や先行車がいない

状況における「ハイビームの効果的活用」を促すとともに、歩行者、自転車利用

者の反射材用品等の着用を推進する。 

   (ｳ)  二輪車運転者の交通事故被害軽減を図るため、ヘルメットの正しい着用とプロ

テクターの着用について、関係機関・団体と連携した広報啓発活動を推進するな

ど、胸部等保護の重要性について理解増進に努める。 

 (4) 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

交通安全を目的とする民間団体については、交通安全指導者の養成等の事業及び諸

行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動を充実するなど、その主体

的な活動を促進する。また、地域団体、自動車製造・販売団体、自動車利用者団体等

については、それぞれの立場に応じた交通安全活動が地域の実情に即して効果的かつ

積極的に行われるよう、全国交通安全運動等の機会を利用して働き掛けを行う。その
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ため、交通安全対策に関する行政・民間団体間及び民間団体相互間において定期的に

連絡協議を行い、交通安全に関する市民挙げての活動の展開を図る。 

   地域の状況に応じた交通安全教育を行う指導者や団体等を育成し、民間団体・交通

ボランティア等が主体となった交通安全教育・普及啓発活動の促進を図る。 

   また、交通ボランティア等の高齢化が進行する中、交通安全の取組を、着実に次世

代につないでいくよう幅広い年代の参画に努める。 

 (5) 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

交通安全は、地域住民等の安全意識により支えられることから、地域住民に留まら

ず、当該地域を訪れ、関わりを有する通勤・通学者等も含め、交通社会の一員である

という当事者意識を持つよう意識改革を促すことが重要である。 

このため、交通安全思想の普及徹底に当たっては、行政、民間団体、企業等と住民

が連携を密にした上で、それぞれの地域における実情に即した身近な活動を推進し、

住民の参加・協働を積極的に推進する。 

 

３ 安全運転の確保 

安全運転を確保するためには、運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であり、

このため、運転者のみならず、これから運転免許を取得しようとする者までを含めた運

転者教育等の充実に努める。特に、今後大幅に増加することが予想される高齢運転者に

対する教育等の充実を図る。 

  また、運転者に対して、運転者教育、安全運転管理者による指導、その他広報啓発等

により、横断歩道においては、歩行者が優先であることを含め、高齢者や障害のある人、

子供を始めとする歩行者や自転車に対する保護意識の向上を図る。 

 (1) 運転者教育等の充実 

安全運転に必要な知識及び技能を身に付けた上で安全運転を実践できる運転者を

育成するため、免許取得前から、安全意識を醸成する交通安全教育の充実を図るとと

もに、免許取得時及び免許取得後においては、特に、実際の交通場面で安全に運転す

る能力を向上させるための教育を行う。 

   また、これらの機会が、単なる知識や技能を教える場にとどまることなく、個々の

心理的・性格的な適性を踏まえた教育、交通事故被害者等の手記等を活用した講習を

行うなどにより交通事故の悲惨さの理解を深める教育、自らの身体機能の状況や健康

状態について自覚を促す教育等を行うことを通じて、運転者の安全に運転しようとす

る意識及び態度を向上させるよう、教育内容の充実を図る。 

ア 高齢運転者対策の充実 

   (ｱ)  高齢者に対する教育の充実 

     高齢者講習の効果的実施、実施場所の拡充等に努める。 

特に、高齢者講習においては、運転技能に着目したきめ細かな講習を実施する

とともに、より効果的かつ効率的な教育に努める。 

   (ｲ)  高齢運転者標識（高齢者マーク）の活用 

     高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用の促進を図
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る。 

   (ｳ)  高齢者支援施策の推進 

     自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環境の整

備を図るため、関係機関が連携し、運転経歴証明書制度の周知を図る。 

     また、高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向け、市が中心となっ

て地域公共交通のマスタープラン（地域公共交通計画）を策定することにより、

公共交通サービスの改善を図るとともに、地域の輸送資源の総動員による持続可

能な移動手段の確保・充実を図る取組を推進する。 

  イ シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい着用の徹底 

    後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい

使用及び二輪乗車時におけるヘルメットの正しい着用の徹底を図るため、関係機

関・団体と連携し、各種講習・交通安全運動等あらゆる機会を通じて、着用効果の

啓発等着用推進キャンペーンを積極的に行うとともに、シートベルト、チャイルド

シート及びヘルメット着用義務違反に対する街頭での交通指導取締りを推進する。 

 

４ 被害者支援の充実と推進          

  交通事故被害者等は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的打撃を受けた

り、又はかけがえのない生命を絶たれたりするなど、深い悲しみやつらい体験をされて

おり、このような交通事故被害者等を支援することは極めて重要であることから、犯罪

被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）等の下、交通事故被害者等のための施策を

総合的かつ計画的に推進する。 

(1) 損害賠償の請求についての援助等 

交通事故相談活動の推進 

静岡県の交通事故相談所は、令和２年末現在、県１か所及び15市町16か所に設置

されており、本市では、巡回交通事故相談を年３回実施している。 

今後、地域における交通事故相談活動を充実するため、県相談窓口との連携を強化

し、交通事故相談体制の充実に努めるとともに、交通事故相談業務の円滑かつ適正な

運営を図るため、関係機関、団体等との連絡協調を促進する。また、伊豆市犯罪被害

者等支援条例及び計画を策定し、交通事故被害者等の心情に配意した相談業務の推進

を図る。 

さらに、交通事故相談実施に当たって各種広報を行うほか、県及び市のホームペー

ジや刊行物等の広報媒体を積極的に活用して交通事故相談活動の周知徹底を図り、交

通事故当事者に対して広く相談の機会を提供する。 

 

 

 

 

 

 


